
 

 

  

 

 

令和８(２０２６)年度 
 

履修等に関する注意事項 
 

 

<履修登録期間> 

S1S2ターム(共通) 4月 6日（月）9:00  ～   4月17日（金）17:00 

A1A2ターム(共通)10月 2日（金）9:00  ～ 10月15日（木）17:00 

<履修登録訂正期間> 

S1ターム  4月28日（火）9:00 ～  5月 7日（木）17:00 

S2ターム  6月 4日（木）9:00 ～  6月17日（水）17:00 

A1ターム 10月23日（金）9:00 ～  10月29日（木）17:00 

A2ターム 12月 3日（木）9:00 ～  12月16日（水）17:00 

 

※ Wターム（インテンシヴ・ターム）科目は、A1A2ターム(共通)履修登録期間ま

たはA2ターム履修登録訂正期間に履修登録を行うこと。 

※ 上記期間以外の登録はできない。必ず期間内にUTASにて登録等を行うこと。な

お、登録しなかった科目は受講できない。特に必修科目を登録していない場合

は、課程を修了できないので注意すること。 

 

 

東 京 大 学 大 学 院 

 

新領域創成科学研究科 
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令和８年度 大学院新領域創成科学研究科 授業関係日程表 

事  項 月  日 

4月入・進学者ガイダンス 令和8年4月1日（水）～3日（金）（予定／専攻毎に行う） 

S1ターム 

・授業期間：4月 6日（月）～6月3日（水）（試験期間含） 

・試験期間：5月22日（金）～5月26日（火）,5月28日(木),6月3日(水) 

・S1S2ターム(共通)履修登録期間：4月6日（月）～4月17日（金） 

・S1ターム履修登録訂正期間：4月28日（火）～5月7日（木） 

・振替日：5月 7日(木)は月曜の授業を行う。 

・補講日：5月29日(金),6月1日(月),6月2日(火) 

東京大学大学院入学式（4月） 4月13日（月） 

S2ターム 

・授業期間：6月 4日（木）～7月30日（木）（試験期間含） 

・試験期間：7月16日（木）～7月22日（水）, 7月27日(月) 

・S1S2ターム(共通)履修登録期間：4月6日（月）～4月17日（金） 

・S2ターム履修登録訂正期間：6月4日（木）～6月17日（水） 

・補講日：7月23日(木),7月24日(金),7月28日(火)～7月30日(木) 

夏季休業期間 7月31日（金）～9月30日（水） 

東京大学学位記授与式（秋季） 

（新領域）専攻学位記授与式 
 9月18日（金）（予定） 

10月入・進学者ガイダンス 9月29日（火）～10月2日（金）（予定／専攻毎に行う） 

東京大学大学院入学式（秋季） 10月1日（木）（予定） 

A1ターム 

・授業期間：10月 5日（月）～12月 2日（水）（試験期間含） 

・試験期間：11月18日（水）～20日（金）,24日（火）～25日（水） 

・A1A2ターム(共通)履修登録期間：10月 2日（金）～10月15日（木） 

・A1ターム履修登録訂正期間：10月23日（金）～10月29日（木） 

・振替日：11月25日(水)は月曜の授業を行う。 

・補講日：11月26日(木)～12月 2日（水） 

A2ターム 

・授業期間：12月 3日（木）～令和9年 2月 4日（木）（試験期間含） 

・試験期間：令和9年 1月21日（木）,26日（火）,27日（水）, 

29日（金）, 2月 1日（月） 

・A1A2ターム(共通)履修登録期間：10月 2日（金）～10月15日（木） 

・A2ターム履修登録訂正期間：12月 3日（木）～12月16日（水） 

・補講日：1月28日（木）, 2月2日(火)～2月4日（木） 

冬季休業期間 12月26日（土）～令和 9年 1月 3日（日） 

東京大学学位記授与式（3月） 

（新領域）専攻学位記授与式 
令和9年3月下旬（未定） 

※Wターム（インテンシヴ・ターム）科目は、A1A2ターム(共通)履修登録期間またはA2ターム履修登録訂正期間に履

修登録を行うこと。 

授業時間表 

１限  8:30 ～ 10:15 ４限 14:55 ～ 16:40 

２限 10:25 ～ 12:10 ５限 16:50 ～ 18:35 

３限 13:00 ～ 14:45 ６限 18:45 ～ 20:30 
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※注1：部局、専攻、もしくは授業毎に、上記105分授業のほか、90分授業を実施する場合があります。また、

その他の時間帯に開講される授業もあります。UTASのシラバスをご確認ください。 

※注2：令和8年4月13日（月）、令和9年1月15日（金）は行事等のため授業は行われません。 

※注3：各タームに補講日が設けられています（上記参照）。補講日はその授業が通常行われる曜日とは異な

る曜日の場合があります。 

※注4：令和9年2月5日（金）～3月11日（木）はインテンシヴ・タームとなり、新領域創成科学研究科では、

令和8年度は原則授業期間には含めておりませんが、専攻や授業科目によっては、補講等が行われる場

合もありますので、ご注意ください。    

 

 

研究科ウェブサイト（授業・履修のページ） 

https://www.k.u-tokyo.ac.jp/campuslife/kougi/ 

 
 

 

UTASログイン画面 

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/ 

 

  

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/
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履修に関する諸注意について 

 
１．修了要件（年限、単位）について 

 『修士課程』の修了要件 

    ２年以上在学し（標準修業年限：２年）、３０単位以上（各専攻が定める必修科目を含む）修得し、修士

の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。       （大学院学則第２条５、第５条） 

    ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、特例として１年以上在学すれば足りる

ものとする。                         （新領域創成科学研究科規則 第３条） 

 

 『博士後期課程』の修了要件 

   ３年以上在学し（標準修業年限：３年）、２０単位以上（各専攻が定める必修科目を含む）修得し、博士

の学位論文審査及び最終試験に合格しなければならない。       （大学院学則第２条５、第６条） 

    ただし、在学期間に関しては、特に優れた業績を上げた者については、特例として新領域創成科学研究  

科規則第４条各号に定める年数以上在学すれば足りるものとする。（新領域創成科学研究科規則 第４条） 

 

２．履修登録期間・履修登録手続き等について 

履修する科目については、必ず指導教員の指示・許可を得てから登録すること。 

（新領域創成科学研究科規則 第６～８条） 

＜履修登録について＞ 

次の期間内に、「UTAS」による履修登録を受け付ける。 

履修登録した内容については、履修登録期間以降に「UTAS」上でいつでも確認ができる。 

<履修登録期間> 

S1S2ターム(共通) 4月 6日（月）9:00  ～   4月17日（金）17:00 

A1A2ターム(共通)10月 2日（金）9:00  ～ 10月15日（木）17:00 

<履修登録訂正期間> 

S1ターム  4月28日（火）9:00 ～  5月 7日（木）17:00 

S2ターム  6月 4日（木）9:00 ～  6月17日（水）17:00 

A1ターム 10月23日（金）9:00 ～  10月29日（木）17:00 

A2ターム 12月 3日（木）9:00 ～  12月16日（水）17:00 

※Wターム（インテンシヴ・ターム）科目は、A1A2ターム(共通)履修登録期間または

A2ターム履修登録訂正期間に履修登録を行うこと。 

「UTAS」のURLは下記の通りである。なお、新領域創成科学研究科ウェブサイトにもリンクがある。 

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/ 

https://utas.adm.u-tokyo.ac.jp/campusweb/
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「UTAS」の操作方法等については、UTAS内で配布されている学生用マニュアルを参照すること。 

 

３．履修登録上の注意事項 

イ． 履修するタームの履修登録期間中に、履修登録すること。（タームを跨る科目は、履修開始のターム

に、１度のみ登録する。） 

「複数年に渡る開講科目（例：修士課程における２年間で行う科目）」は、入学当初のタームに、１

度のみ登録し、その後は登録する必要はない。 

    履修する学年が指定されている科目について、休学や長期履修によりUTASでの履修登録が行えない場

合は、履修するタームの履修登録期間中に教務チームまで申し出ること。 

 

 ロ． 必修科目（講義、演習、実験等）は必ず登録すること。 

 

  ハ． 同一時間帯に２つ以上の科目を登録することはできない。（重複履修の禁止） 

 

  ニ． 履修登録期間以外は登録できない。また、登録しなかった科目の成績はつかない。 

 

ホ． 既に「可」以上の成績を修得している科目は、再履修できない。 

たとえ異なる年度・担当教員・単位数・科目内容であっても、同一科目名の場合は修了要件単位数に含

むことはできない。科目名が変更になっている科目についても同様である。 

   入学年度以降に科目名が変更となった科目は、研究科ウェブサイト（授業・履修のページ）に公開する    

講義要目を参照すること。 

 

ヘ． 入学年度以降に新設された科目を履修する際は、研究科ウェブサイト（授業・履修のページ）に公開 

する講義要目を参照のうえ、履修の制限がないか必ず確認すること。 

     

ト． 各専攻・プログラム・コースにおける必修科目の単位や、学部・他の専攻・他の研究科又は教育部で

取得した単位の取扱いは、各専攻・プログラム・コースで規定されている。詳細は、「東京大学大学院

便覧」及び次項「各専攻における単位について」によるので必ず確認すること。 

また、履修可能な学部科目は後期課程に限る。学部１・２年生（前期課程）を対象とした授業科目は

履修できない。 

 

チ． 履修登録の手続や、修了要件を満たしているかの確認は『大学院便覧』や『履修等に関する注意事

項』を参照し、各自の責任で行うこと。記載内容について不明な点があれば、教務チームに問い合わせ

ること。 
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参考：履修登録期間及び履修登録訂正期間の具体例について 

 

履修登録期間及び履修登録訂正期間 登録及び削除可能な科目の開講ターム 

S1S2ターム(共通)履修登録期間 
S1及びS2始まりの科目  

e.g.「S1,S2」「S1」「S1,A1」「S2」「S2,A1」「通年※」 

S1ターム履修登録訂正期間 
S1始まりの科目  

e.g.「S1,S2」「S1」「S1,A1」「通年※」 

S2ターム履修登録訂正期間 
S2始まりの科目  

e.g.「S2」「S2,A1」 

A1A2ターム(共通)履修登録期間 
A1及びA2始まりの科目  

e.g.「A1,A2」「A1」「A2」「通年※」 

A1ターム履修登録訂正期間 
A1始まりの科目  

e.g.「A1,A2」「A1」「通年※」 

A2ターム履修登録訂正期間 
A2始まりの科目  

e.g.「A2」「W」 

※「通年」について、「時間割コード末尾にアルファベットが付いていないもの」と「時間割コード末尾にS

が付いているもの」はS1始まり、「時間割コード末尾にWが付いているもの」はA1始まりです。 
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各専攻における単位について 

 単位の修得に当たっては、下記記載事項及び新領域創成科学研究科大学院便覧授業科目表に従って履修をす

ること。また、各専攻で実施されるガイダンス等において別途指示される場合があるので併せて確認をするこ

と。 

各専攻の修了要件は、入学年度と同じ年度の「大学院便覧」「履修等に関する注意事項」に記載されている

内容が適用される。記載事項について変更がある場合は、新領域事務ポータルサイト等で通知を行う。 

なお、下記各専攻において記載されている「学部の科目」「他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル

教育センターの科目」の単位については、修了要件に必要な単位として認定される単位数（各専攻・プログラ

ム・コースの欄を参照）を示し、履修上の制限ではない（すなわち、修了要件単位に算入されないものは単位

数制限に含めない）。 

 

東京大学全学開放科目 

○先端生命科学専攻、メディカル情報生命専攻の修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属

する専攻の修了要件単位とすることができる。 

 

新領域創成科学研究科 共通科目 

○「新領域創成科学特別講義Ⅰ」、「新領域創成科学特別講義Ⅱ」、「新領域創成科学特別講義Ⅲ」及び

「新領域創成科学特別講義Ⅳ」については、物質系専攻、先端エネルギー工学専攻、先端生命科学専

攻、メディカル情報生命専攻、海洋技術環境学専攻、人間環境学専攻並びにサステイナビリティ学大学

院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、次に定める単位数の限度内で、所属

する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。   

  ・物質系専攻：専攻の修了単位として認める。 

  ・先端エネルギー工学専攻：２単位を限度として、専攻の修了単位として認める。 

  ・先端生命科学専攻：２単位を限度として、専攻の修了単位として認める。 

  ・メディカル情報生命専攻：専攻の修了単位として認める。 

  ・海洋技術環境学専攻：２単位を限度として、専攻の修了単位として認める。 

  ・人間環境学専攻：４単位を限度として、専攻の修了単位として認める。 

  ・ｻｽﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ学大学院ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：専攻の修了単位として認める。 

○「新領域創成科学特別講義Ⅴ」及び「新領域創成科学特別講義Ⅵ」については、先端生命科学専攻、メ

ディカル情報生命専攻並びに人間環境学専攻の修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属

する専攻の修了単位とすることができる。 

○「新領域創成科学特別講義Ⅶ」、「新領域創成科学特別講義Ⅷ」、「新領域創成科学特別講義Ⅸ」、 

「新領域創成科学特別講義Ⅹ」及び「新領域創成科学特別講義XI」については、本研究科の修士課程及

び博士後期課程の学生が履修する場合、所属する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができ

る。 

○「新領域創成科学海外演習Ⅰ」、「新領域創成科学海外演習Ⅱ」、「新領域創成科学海外演習Ⅲ」、 

「新領域創成科学海外演習Ⅳ」、「新領域創成科学海外演習Ⅴ」については、本研究科の修士課程及び

博士後期課程の学生が履修する場合、１５単位を限度として所属する専攻又は教育プログラムの修了単

位とすることができる。 

本研究科の修士課程及び博士後期課程の学生が外国の大学の大学院において修得した単位又は外国の

大学、研究所、企業等で行ったインターンシップの成果をもって、各専攻又は教育プログラムの判断に
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おいて「新領域創成科学海外演習Ⅰ」、「新領域創成科学海外演習Ⅱ」、「新領域創成科学海外演習

Ⅲ」、「新領域創成科学海外演習Ⅳ」及び「新領域創成科学海外演習Ⅴ」のいずれか又は複数を修得し

たものとすることができる。 

「新領域創成科学海外演習Ⅰ」、「新領域創成科学海外演習Ⅱ」、「新領域創成科学海外演習Ⅲ」、

「新領域創成科学海外演習Ⅳ」及び「新領域創成科学海外演習Ⅴ」を履修する場合、事前に指導教員へ

相談しなければならない。 

○「ストレスマネジメント論」については、物質系専攻、メディカル情報生命専攻、環境システム学専

攻、人間環境学専攻並びに国際協力学専攻の修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属す

る専攻の修了単位とすることができる。 

○「プロアクティブリサーチコモンズ演習」については、先端生命科学専攻、メディカル情報生命専攻、

海洋技術環境学専攻、環境システム学専攻、人間環境学専攻、社会文化環境学専攻、国際協力学専攻並

びにサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属

する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。 

○「システムアーキテクチャ」については、メディカル情報生命専攻、人間環境学専攻並びにサステイナ

ビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属する専攻又は教育

プログラムの修了単位とすることができる。 

○「社会デザインと実践演習」については、メディカル情報生命専攻、海洋技術環境学専攻、環境システ

ム学専攻、人間環境学専攻、国際協力学専攻並びにサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程

及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることがで

きる。 

○「スマートヘルスデザイン演習」については、複雑理工学専攻、先端生命科学専攻、メディカル情報生

命専攻並びに人間環境学専攻の修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属する専攻の修了

単位とすることができる。 

○「新領域ジョブ型研究インターンシップⅠ」及び「新領域ジョブ型研究インターンシップⅡ」について

は、メディカル情報生命専攻及び人間環境学専攻の博士後期課程の学生が履修する場合、所属する専攻

の修了単位とすることができる。 

○「Advanced UTSIP」、「プロアクティブ環境学海外演習Ⅰ」、「プロアクティブ環境学海外演習Ⅱ」、

「プロアクティブ環境学研究インターンシップⅠ」、「プロアクティブ環境学研究インターンシップ

Ⅱ」、「プロアクティブ環境学異分野研究Ⅰ」、「プロアクティブ環境学異分野研究Ⅱ」、「現地社会

システム演習」、「Critical Thinking Basics - Select concepts, tools and techniques Ⅰ」、

「Critical Thinking Basics - Select concepts, tools and techniques Ⅱ」、「Critical Thinking 

Skills - Select applications & reflection Ⅰ」、「Critical Thinking Skills - Select 

applications & reflection Ⅱ」については、先端生命科学専攻、メディカル情報生命専攻、海洋技術

環境学専攻並びにサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修す

る場合、所属する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。 

 

補足：全学開放科目、研究科共通科目、系共通科目の単位について 

 全学開放科目、研究科共通科目、系共通科目について、「所属する専攻の修了要件単位とすることができ

る」として指定されている場合、その単位は所属専攻の科目の単位として、修了要件単位に算入される。 

「所属する専攻の修了要件単位とすることができる」と指定されていない場合も、その科目を履修し単位取

得することは可能である。その単位は、指導教員の許可のもと、各専攻で定める「他の専攻、他の研究科～」

の枠組みで修了要件単位に含めることができる。  



令和８（2026）年度履修等に関する注意事項 

 

9 

 

基盤科学研究系教育プログラム 

【核融合研究教育プログラム】 

○核融合研究教育プログラム科目は、先端エネルギー工学専攻及び複雑理工学専攻で担当する。 

○核融合研究教育プログラムを履修する修士課程及び博士後期課程の学生は、履修した核融合研究教育プロ

グラム科目を、所属する専攻の修了要件単位とすることができる。 

○核融合研究教育プログラムの修了要件判定は課程修了時であり、要件を満たした修了者には、プログラム

担当教員より修了証書が授与される。 

［修士課程］ 

○「所属する専攻の定める必修科目及び核融合研究教育プログラム科目６単位以上」を含めて、３０単位以

上履修しなければならない。 

［博士後期課程］ 

○「所属する専攻の定める必修科目及び核融合研究教育プログラム科目２単位以上」を含めて、２０単位以

上履修しなければならない。 

 

【高次元データ駆動科学教育プログラム（ＨＤ３）】 

○高次元データ駆動科学教育プログラムは平成２８年度まで実施されていた基盤科学領域創成研究教育プロ

グラム（略称：CRETS）を名称変更したものである。名称変更に伴う修了要件の変更はない。平成２８年度

までの履修単位は、本プログラムにそのまま引き継がれる。平成２９年度以降に修了要件を満たした者は

高次元データ駆動科学教育プログラム修了の修了証が授与される。 

○高次元データ駆動科学教育プログラムを履修する修士課程及び博士後期課程の学生は、高次元データ駆動

科学教育プログラム科目の中から「＊印の科目４単位以上を含めて」６単位以上履修しなければならない。 

○高次元データ駆動科学教育プログラムの修了要件判定はS2ターム又はA2ターム終了時であり、要件を満た

した修了者には、プログラム担当教員より修了証書が授与される。 

 

【深宇宙探査学教育プログラム（ＤＥＳＰ）】 

○深宇宙探査学教育プログラムを履修する修士課程及び博士後期課程の学生は、深宇宙探査学教育プログラ

ム科目の中から「＊印の科目２単位以上を含めて」８単位以上履修しなければならない。 

○深宇宙探査学教育プログラムの修了要件判定はS2ターム又はA2ターム終了時であり、要件を満たした修了

者には、プログラム担当教員より修了証書が授与される。 
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物質系専攻 

［修士課程］ 

○「物質系輪講ⅠＡ」、「物質系輪講ⅠＢ」、「物質系特別研究ⅠＡ」、「物質系特別研究ⅠＢ」を含めて

３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部又はグローバル教育センターの科目は、４単位を限度として修士課程の修了

要件単位とすることができる。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、１０単位を限度として修士課程の修

了要件単位とすることができる。 

 

［博士後期課程］ 

○「物質系輪講ⅡＡ」、「物質系輪講ⅡＢ」、「物質系輪講ⅡＣ」、「物質系特別研究ⅡＡ」、「物質系特

別研究ⅡＢ」、「物質系特別研究ⅡＣ」を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算され

ない。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、２単位を限度として博士後期課程の

修了要件単位とすることができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「物質系輪講ⅠＡ」、「物質系特別研究ⅠＡ」を修士1年入学時のタームに登録すること。 

○「物質系輪講ⅠＢ」、「物質系特別研究ⅠＢ」を修士2年進級時のタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「物質系輪講ⅡＡ」、「物質系特別研究ⅡＡ」を博士1年入学時のタームに登録すること。 

○「物質系輪講ⅡＢ」、「物質系特別研究ⅡＢ」を博士2年進級時のタームに登録すること。 

○「物質系輪講ⅡＣ」、「物質系特別研究ⅡＣ」を博士3年進級時のタームに登録すること。 
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先端エネルギー工学専攻 

［修士課程］ 

○「先端エネルギー工学特別講義Ⅰ」、「先端エネルギー工学輪講Ⅰ」、「先端エネルギー工学特別研究

Ⅰ」、「先端エネルギー工学演習Ⅰ」及び「先端エネルギー工学演習Ⅱ」を含めて３０単位以上履修し

なければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、６

単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育センタ

ーの科目はそのうち２単位を限度とする。 

 
［博士後期課程］ 

○「先端エネルギー工学輪講Ⅱ」、「先端エネルギー工学特別研究Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなけ

ればならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、６単位を限度として博士後期課程の

修了要件単位とすることができる。 

 
【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「先端エネルギー工学特別講義Ⅰ」は履修するタームに登録すること。 

○「先端エネルギー工学輪講Ⅰ」及び「先端エネルギー工学特別研究Ⅰ」は修士1年入学時のタームに登録

すること。 

○「先端エネルギー工学演習Ⅰ」は修士1年の履修するタームに登録すること。 

○「先端エネルギー工学演習Ⅱ」は修士2年の履修するタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「先端エネルギー工学輪講Ⅱ」及び「先端エネルギー工学特別研究Ⅱ」は博士1年入学時のタームに登録

すること。 
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複雑理工学専攻 

［修士課程］ 

○「複雑理工学輪講Ⅰ」、「複雑理工学特別研究Ⅰ」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、 

８単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育セン

ターの科目はそのうち４単位を限度とする。 

 
［博士後期課程］ 

○「複雑理工学輪講Ⅱ」、「複雑理工学特別研究Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

○修士課程と博士後期課程で本専攻の講義科目の単位を合計８単位以上取得している者は、指導教員の許

可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目を、２単位を限度として博士後期課程の修了要件単

位とすることができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「複雑理工学輪講Ⅰ」及び「複雑理工学特別研究Ⅰ」を修士１年入学時のタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「複雑理工学輪講Ⅱ」及び「複雑理工学特別研究Ⅱ」を博士１年入学時のタームに登録すること。 
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生命科学研究系共通科目 

【生命データサイエンス人材育成教育プログラム（ＤＳＴＥＰ）】 

○生命データサイエンス人材育成教育プログラムは、先端生命科学専攻又はメディカル情報生命専攻の博

士後期課程に入学した学生が履修することができる。A群履修生、B群履修生のふたつのカテゴリーを設

ける。A群/B群履修生は以下に示すそれぞれの修了要件を満たさなければならない。いずれの群について

も、履修生が生物学に背景をもつか情報学に背景を持つかによって、Bコース(DSTEP-B)とIコース

(DSTEP-I)の履修パターンを指定される。履修生のコースの認定はプログラム運営委員会の審査によって

行うものとする。 

○生命データサイエンス人材育成教育プログラムを履修する博士後期課程の学生は、以下の要件を満たさ

なければならない。 

《A群》 

(1) プログラム課題の提案と認定：博士課程入学後、プログラム課題募集に応募し、プログラム運営委員

会の認定を受ける。 

(2) プログラム科目の履修：DSTEP必修科目に加え、運営委員会により指定される履修パターンに基づき

DSTEP選択必修科目を履修する。 

(3) プログラム課題遂行評価：プログラム課題遂行達成に関する筆記試験・口頭試問に合格する。 

《B群》 

(1) プログラム科目の履修：DSTEP必修科目に加え、運営委員会により指定される履修パターンに基づき

DSTEP選択必修科目を履修する。 

○《必修科目》生命データサイエンス人材育成教育プログラム履修者は、所属専攻の定める博士後期課程

修了に必要な科目に加え、データサイエンス実践演習Ⅰ〜Ⅲ(A群のみ) 及びバイオデータプログラミン

グ演習Ⅰを共通の必修科目として履修しなければならない(A群: 計4単位, B群: 計1単位）。 

《選択必修科目》 

 DSTEP-B (生物背景)：DSTEP選択必修科目(B)より別途４単位履修する。ただし､事前に運営委員会に届け

出ることにより､本学の情報系科目を振替えることができる。 

 DSTEP-I (情報背景)：バイオデータプログラミング演習Ⅱを必修とし､下記の基礎医科学・生物系科目群

から２科目を選択必修科目として履修する。 

 （1）メディカル情報生命専攻科目：発展講義Ⅲ〜Ⅷ（計６科目） 

（2）先端生命科学専攻科目：生物製剤・医薬創製学, 生体分子の認識と応答の科学，細胞応答化学,真核

細胞生物学,人類進化学,適応進化遺伝学,微生物生命科学,腫瘍生命科学,動物生命科学,生命科学概論Ⅰ,

生命科学概論Ⅱ,ゲノム進化学（計１２科目） 

《既修科目の認定》修士課程もしくは、大学院科目等履修生制度で履修した科目については､博士課程の

履修単位には含まれないが、事前の申し出によりプログラム修了要件として認められる。 

○生命データサイエンス人材育成教育プログラムの修了要件判定は課程修了時であり、要件を満たした修

了者には、研究科より修了証書が授与される。 

○生命データサイエンス人材育成教育プログラム履修者は、履修した生命データサイエンス人材育成教育

プログラム科目を、所属する専攻の修了単位とすることができる。 
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先端生命科学専攻 

［修士課程］ 

○「先端生命科学研究論Ⅰ」又は「先端生命科学研究論Ⅱ」のうち１科目、「科学技術倫理討論演習」又

は「科学技術英語討論演習」のうち１科目、専門科目「生物製剤・医薬創製学」、「生体分子の認識と

応答の科学」、「細胞応答化学」、「真核細胞生物学」、「人類進化学」、「適応進化遺伝学」、「動

物生命科学」、「微生物生命科学」、「ゲノム進化学」、「腫瘍生命科学」から３科目以上、「生命科

学概論Ⅰ」、「先端生命科学演習」、「先端生命科学総合演習」、「先端生命特別研究Ⅰ」を含めて３

０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、４単位を限度として修士課

程の修了要件単位とすることができる。 

○グローバル教育センターの科目は、履修は可能だが修士課程の修了要件単位数には加算されない。 

 

［博士後期課程］ 

○「先端生命科学特別演習」及び「先端生命特別研究Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなければならな

い。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「先端生命科学研究論Ⅰ」、「先端生命科学研究論Ⅱ」、「科学技術倫理討論演習」及び「科学技術英

語討論演習」は履修するタームに登録すること。 

○「先端生命科学演習」及び「先端生命特別研究Ⅰ」は修士１年入学時のタームに登録すること。 

○「生命科学概論Ⅰ」及び「先端生命科学総合演習」は履修する年度のS1ターム（秋季入学者はA1ター

ム）に登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「先端生命科学特別演習」及び「先端生命特別研究Ⅱ」を博士１年入学時のタームに登録すること。 
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メディカル情報生命専攻 

［修士課程］ 

○「メディカル情報生命特別研究Ⅰ」、「メディカル情報生命特別演習Ⅰ」及び「研究倫理／医療倫理

Ⅰ」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１０単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。 

 

［博士後期課程］ 

○「博士必修演習Ⅰ」、「博士必修演習Ⅱ」、「メディカル情報生命特別研究Ⅱ」及び「メディカル情報

生命特別演習Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなくてはならない。 

○博士後期課程からの入学者は、「研究倫理／医療倫理Ⅰ」を履修しなければならない。 

○学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期

課程の修了要件単位数には加算されない。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「メディカル情報生命特別研究Ⅰ」、「メディカル情報生命特別演習Ⅰ」を修士１年入学時のタームに

登録すること。「研究倫理／医療倫理Ⅰ」は修士１年のS1かA1タームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「博士必修演習Ⅰ」、「メディカル情報生命特別研究Ⅱ」及び「メディカル情報生命特別演習Ⅱ」を博

士１年入学時のタームに登録すること。「博士必修演習Ⅱ」を博士２年進級時のタームに登録するこ

と。 

○博士後期課程からの入学者は、「研究倫理／医療倫理Ⅰ」を博士１年のS1かA1タームに登録するこ

と。 
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メディカル情報生命専攻医療イノベーションコース 

［修士課程］ 

○「バイオ知財法概論」、「医療イノベーション特論Ⅰ」、「医療イノベーション俯瞰演習」、「研究倫

理/医療倫理Ⅰ」、「生命科学と医事法Ⅰ」、「研究倫理コンサルテーション演習」、「医療イノベーシ

ョン特別研究Ⅰ」、「医療イノベーション特別演習Ⅰ」を含めて３０単位以上履修しなければならな

い。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１０単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。 

 

［博士後期課程］ 

○「博士必修演習Ⅰ」、「博士必修演習Ⅱ」、「医療イノベーション特別研究Ⅱ」及び「医療イノベーシ

ョン特別演習Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなくてはならない。 

○博士後期課程からの入学者は、「研究倫理／医療倫理Ⅰ」を履修しなければならない。 

○学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期

課程の修了要件単位数には加算されない。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「医療イノベーション特別研究Ⅰ」、「医療イノベーション特別演習Ⅰ」は修士1年入学時のタームに登

録すること。 

○「研究倫理／医療倫理Ⅰ」は修士1年のS1かA1タームに登録すること。 

○「バイオ知財法概論」、「医療イノベーション特論Ⅰ」、「医療イノベーション俯瞰演習」、「生命科

学と医事法Ⅰ」、「研究倫理コンサルテーション演習」は履修するタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「博士必修演習Ⅰ」、「医療イノベーション特別研究Ⅱ」及び「医療イノベーション特別演習Ⅱ」を博

士１年入学時のタームに登録すること。「博士必修演習Ⅱ」を博士２年進級時のタームに登録するこ

と。 

○博士後期課程からの入学者は、「研究倫理／医療倫理Ⅰ」を博士１年のS1かA1タームに登録すること。 
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環境学研究系共通科目 

【環境デザイン統合教育プログラム（ＩＥＤＰ）】 

○環境デザイン統合教育プログラム履修者は、「環境デザイン統合教育プログラム科目」の中からスタジ

オ科目を６単位以上履修しなければならない。 

○環境デザイン統合教育プログラム履修者は、「統合環境デザイン論」を履修しなければならない。 

○自然環境学専攻、海洋技術環境学専攻、環境システム学専攻、人間環境学専攻、社会文化環境学専攻、

国際協力学専攻及びサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修

する場合、所属する専攻又は教育プログラムの修了要件単位とすることができる。 

○環境デザイン統合教育プログラムの修了要件判定は課程修了時であり、要件を満たした修了者には、プ

ログラム担当教員より修了証書が授与される。 

 

【サステイナビリティ学マイナープログラム】 

○サステイナビリティ学マイナープログラム履修者は、サステイナビリティ学マイナープログラム科目の

中から「サステイナビリティ学セミナーI」を含めて５単位以上を履修しなければならない。 

○サステイナビリティ学大学院プログラムの学生は、本プログラムを履修できない。 

 

【環境学研究系横断科目】 

○「陸域自然環境論」、「海洋自然環境論」及び「社会文化環境学概論」については、自然環境学専攻、社

会文化環境学専攻及びサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履

修する場合、所属する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。 

○「環境システム学概論」については、自然環境学専攻、環境システム学専攻、社会文化環境学専攻及び

サステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場合、所属する

専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。 

○「プロジェクトマネジメント特論」については、自然環境学専攻、海洋技術環境学専攻、社会文化環境

学専攻及びサステイナビリティ学大学院プログラムの修士課程及び博士後期課程の学生が履修する場

合、所属する専攻又は教育プログラムの修了単位とすることができる。 
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自然環境学専攻 

［修士課程］ 

○「自然環境学演習Ⅰ」、「自然環境学演習Ⅱ」のうち１科目、 

「自然環境学研究Ⅰ」、「自然環境学研究Ⅱ」のうち１科目、 

「自然環境野外総合実習」、「自然環境学実習」、「海洋環境臨海実習」のうち２科目及び「便覧授業

科目表の*で示したコア科目群から４科目８単位以上」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

６単位を限度として、修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部の科目はそのうち４

単位を限度とする。 

 

［博士後期課程］ 

○「自然環境学特別演習Ⅰ」、「自然環境学特別演習Ⅱ」、「自然環境学特別演習Ⅲ」のうち１科目及び

「自然環境学特別研究Ⅰ」、「自然環境学特別研究Ⅱ」、「自然環境学特別研究Ⅲ」のうち１科目 

を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、８単位を限度として博士後期課程

の修了要件単位とすることができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「自然環境学演習Ⅰ」、「自然環境学演習Ⅱ」、「自然環境学研究Ⅰ」、「自然環境学研究Ⅱ」は履修

する年度のS1ターム（秋季入学者はA1ターム）に登録すること。 

○「自然環境野外総合実習」、「自然環境学実習」、「海洋環境臨海実習」、「専攻コア科目」は履修す

るタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「自然環境学特別演習Ⅰ」、「自然環境学特別演習Ⅱ」、「自然環境学特別演習Ⅲ」、 

「自然環境学特別研究Ⅰ」、「自然環境学特別研究Ⅱ」、「自然環境学特別研究Ⅲ」 

は履修する年度のS1ターム（秋季入学者はA1ターム）に登録すること。 
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海洋技術環境学専攻 

［修士課程］ 

○「海洋技術環境学研究Ⅰs」、「海洋技術環境学研究Ⅰw」、「海洋技術環境学研究Ⅱs」、「海洋技術環

境学研究Ⅱw」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１８単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育

センターの科目はそのうち８単位を限度とする。 

 

［博士後期課程］ 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅰs」、「海洋技術環境学特別研究Ⅰw」、「海洋技術環境学特別研究Ⅱs」、

「海洋技術環境学特別研究Ⅱw」、「海洋技術環境学特別研究Ⅲs」、「海洋技術環境学特別研究Ⅲw」を

含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、博士後期課程の修了要件単

位とすることができる。 

○グローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算されない。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「海洋技術環境学研究Ⅰs」は修士１年のS1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学研究Ⅰw」は修士１年のA1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学研究Ⅱs」は修士２年のS1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学研究Ⅱw」は修士２年のA1タームに登録すること。 

（４月入学者はⅠs→Ⅰw→Ⅱs→Ⅱwの順に、秋季入学者はⅠw→Ⅰs→Ⅱw→Ⅱsの順に履修する。） 

［博士後期課程］ 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅰs」は博士１年のS1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅰw」は博士１年のA1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅱs」は博士２年のS1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅱw」は博士２年のA1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅲs」は博士３年のS1タームに登録すること。 

○「海洋技術環境学特別研究Ⅲw」は博士３年のA1タームに登録すること。 

（４月入学者はⅠs→Ⅰw→Ⅱs→Ⅱw→Ⅲs→Ⅲwの順に、秋季入学者はⅠw→Ⅰs→Ⅱw→Ⅱs→Ⅲw→Ⅲsの順

に履修する。） 
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環境システム学専攻 

［修士課程］ 

○原則として、「環境システム学演習Ⅰ」、「環境システム学演習Ⅱ」、「環境システム学実習Ⅰ」、

「環境システム学実習Ⅱ」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１８単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育

センターの科目はそのうち８単位を限度とする。 

 

［博士後期課程］ 

○原則として、「環境システム学特別演習Ⅰ」、「環境システム学特別演習Ⅱ」、「環境システム学特別

演習Ⅲ」、「環境システム学特別実習Ⅰ」、「環境システム学特別実習Ⅱ」、「環境システム学特別実

習Ⅲ」を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、博士後期課程の修了要件

単位とすることができる。 

 

［修士課程・博士後期課程］ 

○「環境システム学海外演習Ⅰ」、「環境システム学海外演習Ⅱ」、「環境システム学海外演習Ⅲ」、

「環境システム学海外演習Ⅳ」、「環境システム学海外演習Ⅴ」、「環境システム学海外演習Ⅵ」、

「環境システム学海外演習Ⅶ」については、新領域創成科学研究科共通科目の「新領域創成科学海外演

習Ⅰ」、「新領域創成科学海外演習Ⅱ」、「新領域創成科学海外演習Ⅲ」、「新領域創成科学海外演習

Ⅳ」、「新領域創成科学海外演習Ⅴ」、「プロアクティブ環境学海外演習Ⅰ」、「プロアクティブ環境

学海外演習Ⅱ」と合わせて、１５単位を限度として修了単位とすることができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「環境システム学演習Ⅰ」及び「環境システム学実習Ⅰ」は修士１年入学時のタームに登録すること。 

○「環境システム学演習Ⅱ」及び「環境システム学実習Ⅱ」は修士２年進級時のタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「環境システム学特別演習Ⅰ」及び「環境システム学特別実習Ⅰ」は博士１年入学時のタームに登録す

ること。 

○「環境システム学特別演習Ⅱ」及び「環境システム学特別実習Ⅱ」は博士２年進級時のタームに登録す

ること。 

○「環境システム学特別演習Ⅲ」及び「環境システム学特別実習Ⅲ」は博士３年進級時のタームに登録す

ること。 
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人間環境学専攻 

［修士課程］ 

○「人間人工環境学特別演習Ⅰ」及び「人間人工環境学特別演習Ⅲ」を含めて３０単位以上履修しなけれ

ばならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１２単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育

センターの科目はそのうち８単位を限度とする。 

 

［博士後期課程］ 

○「人間人工環境学特別演習Ⅱ」を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目を博士後期課程の修了要件単位とする

ことができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「人間人工環境学特別演習Ⅰ」を修士１年入学時のタームに登録すること。 

○「人間人工環境学特別演習Ⅲ」を修士２年進級時のタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「人間人工環境学特別演習Ⅱ」を博士１年入学時のタームに登録すること。 
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社会文化環境学専攻 

［修士課程］ 

○原則として社会文化環境学専攻の科目から、演習４単位以上（「社会文化環境学演習Ⅰ～Ⅳ」を除

く）、講義６単位以上及び「社会文化環境学研究」を含めて３０単位以上履修しなければならない。 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、

１０単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又はグローバル教育

センターの科目はそのうち８単位を限度とする。 

 

［博士後期課程］ 

○「社会文化環境学特別研究」を含めて２０単位以上履修しなければならない。 

○博士後期課程においては、環境学研究系専攻以外から進入学した学生は環境学研究系専攻の科目の中か

ら８単位以上（ただし、社会文化環境学特別演習Ⅰ、社会文化環境学特別演習Ⅱ、社会文化環境学特別

研究は除く）、うち講義科目４単位以上を履修しなければならない。 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、１０単位を限度として博士後期課

程の修了要件単位とすることができる。 

 

【必修科目の履修登録時期】 

［修士課程］ 

○「社会文化環境学研究」を修士１年入学時のタームに登録すること。 

［博士後期課程］ 

○「社会文化環境学特別研究」を博士１年入学時のタームに登録すること。 
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国際協力学専攻 

［修士課程］Master’s Course 

○３０単位以上履修しなければならない。 

Requirement for a master's degree is 30 credits or more. 

○指導教員の許可を得て、学部、他の専攻、他のプログラム、他の研究科、教育部又はグローバル教育セ

ンターの科目は、１２単位を限度として修士課程の修了要件単位とすることができる。ただし、学部又

はグローバル教育センターの科目はそのうち８単位を限度とする。 

Upon receiving a consent from the supervisor, a student may register courses offered in undergraduate programs, other 

departments, other programs, other graduate schools or education units, or the Center for Global Education, with the 

condition that the maximum credits that can be counted towards the degree is 12. Among the 12 credits, the 

maximum allowed from undergraduate or the Center for Global Education courses is 8 credits. 

 

［博士後期課程］Doctoral Course  

○２０単位以上履修しなければならない。 

Requirement for a doctoral degree is 20 credits or more. 

○学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが博士後期課程の修了要件単位数には加算さ

れない。 
A student may enroll in undergraduate or the Center for Global Education courses, but it does not count as the 

required credit for the degree.   

○指導教員の許可を得て、他の専攻、他のプログラム、他の研究科又は教育部の科目は、６単位を限度と

して博士後期課程の修了要件単位とすることができる。 

Upon receiving a consent from the supervisor, a student may register courses offered in other departments, other 

programs, other graduate schools or education units, with the condition that the maximum credits that can be 

counted towards the degree is 6. 
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サステイナビリティ学大学院プログラム 

［修士課程］Master’s Course 

○修士課程においては、「必修科目２単位」、「必修実習科目２単位」、「選択必修科目から４単位以

上」及び「論文科目（修士課程）１２単位」を含めて、３０単位以上履修しなければならない。 

◇Students in the master's course need to take courses of at least 30 credits in total, which must include at least two 

credits from Compulsory Courses, two credits from Compulsory Exercise Course, four credits from Compulsory 

Elective Lecture Courses, and twelve credits from Master's Thesis-Related Courses. 

○ 学部、他の専攻、他の研究科、教育部又はグローバル教育センターの科目は、１０単位を限度として

修士課程の修了要件単位とすることができる。   

◇Students in the master's course can also take courses of a maximum of ten credits offered in undergraduate 

programs, other departments, other graduate schools, education units, and the Center for Global Education.  

 

［博士後期課程］Doctoral Course 

○博士後期課程においては、「論文科目（博士後期課程）１８単位」を含めて２０単位以上履修しなけれ

ばならない。 

◇Students in the Doctoral Course need to take courses of at least 20 credits in total, which must include 18 credits 

from Doctoral Thesis-Related Courses.  

○他の専攻、他の研究科又は教育部の科目は、２単位を限度として博士課程の修了要件単位とすることが

できる。学部又はグローバル教育センターの科目は、履修は可能だが、博士後期課程の修了要件単位数

には加算されない。 

◇A maximum of two credits from courses offered in other departments, graduate schools and education units can be 

counted for completing the doctoral course. Students may take courses offered in undergraduate programs and the 

Center for Global Education, but the credits from those courses will not be counted for completing the doctoral 

course. 

 

【必修科目の履修登録時期】Timing of the Registration of Compulsory Courses 

［修士課程］Master’s Course 

「サステイナビリティ学修士ゼミナール」は修士１年入学時のタームに登録すること。 

Students in the master's course need to register “Seminar on Sustainability Science (Master's)” in the first term in the 

first year. 

◇April entrants need to take other Master's Thesis-Related Courses in the following order. 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅠ」（M1 S1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅡ」（M1 A1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅢ」（M2 S1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅣ」（M2 A1 term） 

◇October entrants need to take other Master's Thesis-Related Courses in the following order. 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅠ」（M1 A1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅡ」（M1 S1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅢ」（M2 A1 term） 

・「Master's Research on Sustainability ScienceⅣ」（M2 S1 term） 

 

［博士後期課程］Doctoral Course 

「サステイナビリティ学博士ゼミナール」は博士１年入学時のタームに登録すること。 

Students in the doctoral course need to register “Seminar on Sustainability Science (Doctoral)” in the first term in the 

first year. 

◇April entrants need to take other Doctoral Thesis-Related Courses in the following order. 
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・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅠ」（D1 S1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅡ」（D1 A1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅢ」（D2 S1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅣ」（D2 A1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅤ」（D3 S1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅥ」（D3 A1 term） 

◇September entrants need to take other Doctoral Thesis-Related Courses in the following order. 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅠ」（D1 A1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅡ」（D1 S1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅢ」（D2 A1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅣ」（D2 S1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅤ」（D3 A1 term） 

・「Doctoral Research on Sustainability ScienceⅥ」（D3 S1 term） 
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東京大学大学院国際卓越大学院教育プログラム（WINGS） 

【プロアクティブ環境学国際卓越大学院プログラム（WINGS-PES）】 

World-leading Innovative Graduate Study Program in Proactive Environmental Studies (WINGS-PES) 

〇詳細は、プログラムのウェブサイトを参照すること。 

 URL：https://wings-pes.edu.k.u-tokyo.ac.jp/ 

◇Please visit WINGS-PES website for more information. 

  URL: https://wings-pes.edu.k.u-tokyo.ac.jp/en/ 

 

【新領域学生に申請資格があるWINGS一覧】 

List of WINGS programs that accept applications from GSFS students 

〇新領域学生に申請資格があるWINGSの一覧やその詳細は、以下の新領域創成科学研究科のURLと各プロ

グラムのホームページ等で確認すること。 

 URL：https://www.k.u-tokyo.ac.jp/education/education_program/wings/index.html 

◇GSFS website shown below introduces the list of WINGS programs that accept applications from GSFS students. 

Please visit each program’s website or contact the program office to learn more details. 

 URL: https://www.k.u-tokyo.ac.jp/en/education/education_program/wings/index.html 
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授業科目の成績評価について 

 

大学院新領域創成科学研究科の授業科目の成績は、原則として、「優・良・可・不可」の4段階の

評点によるが、大学院新領域創成科学研究科授業科目の成績評価についての申合せ事項第1項より、

下記の授業科目について、「合格・不合格」の２段階評点とすることとする。 

 

 

専攻 科目番号 授業科目名 単位数 

新領域創成科学研究科 

共通科目 

47000－31 
新領域創成科学特別講義Ⅶ 

（学融合セミナーⅠ） 
１ 

47000－32 
新領域創成科学特別講義Ⅷ 

（学融合セミナーⅡ） 
１ 

47000－33 
新領域創成科学特別講義Ⅸ 

（学融合セミナーⅢ） 
１ 

先端生命科学専攻 
47140－38 先端生命科学研究論Ⅰ ２ 

47140－39 先端生命科学研究論Ⅱ ２ 

自然環境学専攻 47157－47 自然環境野外総合実習 １ 

環境システム学専攻 
47163－06 環境システム学実地演習 ２ 

47163－09 環境システム学輪講 ２ 

国際協力学専攻 

47190－46 夏期研修 ２ 

47191－05 国際協力学のための基礎数学 ２ 

47191－04 国際協力学研究 １ 

47194－03 国際協力学修士インターンⅠ ２ 

47194－04 国際協力学修士インターンⅡ ２ 

47194－05 国際協力学博士インターンⅠ ２ 

47194－06 国際協力学博士インターンⅡ ２ 
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諸手続きについて 

１）在学年限について（大学院学則第２７条参照） 

      在学年限・・・・・・修士課程は３年、博士後期課程は５年 

     （上記の内、標準修業年限は、修士課程：２年、博士後期課程：３年） 

２）窓口業務について 

事務室 柏キャンパス基盤棟１階 新領域創成科学研究科教務チーム（以下、教務チームと表示） 

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日・年末年始及び東京大学が定めた閉室日を除く） 

電  話 04-7136-4008,4095 （内線64008,64095） 

電子メール k-kyomu@adm.k.u-tokyo.ac.jp 

※問い合わせる前に、まずは下記の新領域事務ポータルサイトを各自確認すること。 

※電子メールで問い合わせる際は、氏名・学生証番号・所属専攻を書き添えること。 

３）掲示について（学生への連絡） 

学生への連絡は、原則として、新領域事務ポータルサイト内で行うので、適宜確認すること。ただし、基

盤棟1階の掲示板においても掲示する場合があるので、登校の際は必ず確認をすること。 

授業の開講、休講などの情報はUTAS掲示等で行う。 

【新領域事務ポータルサイトURL】(新領域アカウントでログイン後、閲覧できます。) 

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/ 

 ※対象が限られる個別の連絡についてはUTAS掲示やそれに付随するメール送信にて周知することがある

ので、各自UTASに連絡の取れるメールアドレスを登録しておくこと。 

４）各種届出書式について 

主な手続きに必要な届出用紙については、新領域事務ポータルサイトの下記URLからダウンロード 

するか、教務チーム窓口にて入手すること。 

  【「学生の手続き」ページURL】  

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/ 

５）証明書等について 

和文・・・・教務チームが証明書発行願を受領した日の2営業日以降に交付可能。 

英文・・・・教務チームが証明書発行願を受領した日の4営業日以降に交付可能。 

詳細は下記を参照のこと。 

 https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/certificate/ 

６）自動証明書発行機／UTAS証明書発行サービスについて 

  利用には、UTokyo Accountのユーザ名・パスワードが必要である。詳細は下記を参照のこと。 

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/hakkouki/ 

７）学生証の再交付について  

  学生証を破損、紛失した場合は、教務チーム窓口にて再発行の手続きを受けること。なお、再発行には 

手数料2,000円、発行完了まで２週間程度を要する。また、理由が破損の場合は破損した学生証を持参す

ること。初期不良(電子的な不具合・受取時のみ)、改姓名、在学期間延長に伴う学生証の再発行は無料。 

８）住所等の変更・改姓名について  

    住所、電話番号等を変更した場合は速やかに、UTASに登録してあるデータを各自で変更すること。改姓名

した場合は、戸籍抄本・住民票等の改姓名が確認できる書類と併せて、『改姓名届』を必ず教務チームへ

提出すること（在学中、旧姓使用を希望する場合も提出要）。 
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休学等について：『休学願』『復学願』 

休学期間は、修士課程は２年間、博士後期課程は３年間までである（大学院学則第２９条）。それを越えて

休学することはできない。なお、休学した期間は、修業年限及び在学年限には算入されない。 

 

１）休学の手続き：『休学願』 

休学を希望する者は、大学院便覧の「東京大学大学院学則第２９条及び学生の休学の基準等」を参照の上、予

め必ず指導教員に相談すること。了解を得たら『休学願』に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻

長の承認を受けて、必ず希望月の１か月以上前までに教務チーム窓口に提出すること。特に、4月1日付または

10月1日付開始の申請については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必

ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。 

また、提出の際には下表により、理由に関連した書類を添付すること。 

主な休学理由 休学願に添付する書類 

経済的理由 理由書（A4で１枚、書式任意） 

病気療養 

以下の2点が明記された医師の診断書（写） 

1.「休養・療養が必要である」という診断 

2．療養見込期間 

海外の教育・研究施設に修学 受入先の許可書（写） 

海外における調査・見学 
1．調査・見学計画書（様式は教務チームに請求のこと） 

2．調査・見学の日程表（A4で１枚、書式任意） 

（上記以外の休学理由の場合は、予め教務チームへ相談すること） 

なお、授業料未納、添付書類不足、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は『休学願』を受理

できない。 

※「日本学生支援機構奨学金」の貸与を受けている学生は、奨学金を休止するため、別途「異動願(届)」

の提出が必要となるので、休学する月の前月20日までに、東京大学本部奨学厚生課奨学チーム（奨学

金担当）へ提出すること。 

 

２）休学期間 

休学期間は、以下の①～④のとおり、原則として授業料区分に即した「半年または1年」とする。 

①4月1日～9月30日 ②10月1日～翌年3月31日 ③4月1日～翌年3月31日 ④10月1日～翌年9月30日 

３）復学の手続き：『復学願』 

許可された休学期間中又は期間終了時に休学の事由が解消された場合は、『復学願』に必要事項を記入し

た後、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の１か月以上前までに教務チーム窓口

に提出すること。特に、4月1日付または10月1日付の申請については提出期限を1か月半以上前に設けるこ

とがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。 

なお、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は『復学願』を受理できない。 

また、病気療養を理由に休学した者は、『復学願』に「修学に差し支えない旨が記載された医師の診断書

（写）」を必ず添付すること。 

 

※「日本学生支援機構奨学金」の貸与を休止している学生は、奨学金の貸与を再開するため、別途「異動

願(届)」の提出が必要となるので、復学する月の前々月20日までに、東京大学本部奨学厚生課奨学チ

ーム（奨学金担当）へ提出すること。提出が遅れると、復学日からではなく提出月から貸与再開とな

り、貸与期間が短くなる場合があるので注意すること。 

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/gakuseki/
https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/gakuseki/


令和８（2026）年度履修等に関する注意事項 

 

30 

 

４）授業料の取り扱い 

休学する者は、所定の期限までに休学願を提出し、許可された場合、原則としてその期間の授業料は免除

される。ただし、２）の休学期間①～④以外の区分で休学する場合はこの限りではないので、該当する場

合は速やかに新領域教務チームへ問い合わせること。所定の期限内に手続を行わなかった場合、前期（4

月～9月）分または後期（10月～3月）分の授業料を全額納入しなければならないので注意すること。 

前期または後期の途中から復学した場合は、復学した月から当該学期末（前期：9月30日／後期：3月31

日）までの授業料を、復学した月内に納入しなければならない。なお、すでに納入された授業料について

は返還しない。 

５）学生証の取り扱い 

  休学期間が終了し、学生証の有効期限が切れている者は、その学生証を持参の上、教務チーム窓口で学生

証の交換を行うこと。 

６）外国人留学生の在留資格について 

  休学をした場合、３ヶ月を超えると「留学」の在留期間が残っていても在留資格は失効する。休学期間中

も日本に滞在する場合、自身で「留学」以外の在留資格に変更しなければ不法滞在となるので注意するこ

と。なお、休学中は、資格外活動（アルバイト）は認められない。  

  また、復学の際は改めて在留資格認定証明書の交付を受けてから日本に入国しなければならない（又は  

  「留学」の在留資格へ在留資格変更許可申請しなければならない）。 
 

海外渡航をする場合の手続き 

海外旅行、留学生の一時帰国等の短期の渡航の場合は、指導教員の承認を得た上で、渡航前に『海外旅

行・一時帰国届提出フォーム』から届け出ること（※フォームURLは新領域事務ポータルサイトを確認すること）。 

なお、原則として２か月以上、海外の教育・研究施設等において修学、調査・見学等に行く場合の手続き

は、以下のとおり「休学して渡航」「休学せずに渡航」に分けられる。いずれの場合もまず、指導教員に相

談し、了解を得た上で、必要書類に指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の１か月以

上前までに教務チーム窓口に提出すること。特に、4月1日付または10月1日付開始の申請については提出期

限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認

すること。 

 

１）休学して渡航する場合（外国の大学院へ留学、調査等） 

休学手続きを行うこと。修業年限には算入されない。 

休学理由が「海外の教育・研究施設において修学」の場合に限り、外国の大学院で修得した単位の 

認定は、修士課程及び博士後期課程を通じて１５単位を超えない範囲で、研究科として認定の可否 

を行うので、教務チームへ相談すること。 

なお、期間、授業料の取扱い等については前項の「休学の手続き」を参照すること。 

２）休学せずに渡航する場合（外国の大学院へ留学） 

留学手続きを行うこと。修業年限に算入される。授業料は徴収される。 

期間は概ね１年を限度とする。 

外国の大学院で修得した単位の認定は、修士課程及び博士後期課程を通じて１５単位を越えない 

範囲で、研究科として認定の可否を行うので、教務チームへ相談すること。 

３）休学せずに渡航する場合（上記以外の学術調査等） 

海外渡航手続きを行うこと。修業年限に算入される。授業料は徴収される。 

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/gakuseki/
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総期間は概ね修業年限の２分の１（修士課程：１年、博士後期課程：１年６か月）とする。 

 

手続きの内容 提出必要書類 

海外旅行、留学生の一時帰国等の 

短期の渡航手続き 

『海外旅行・一時帰国届提出フォーム』にて 

オンライン申請 

休学手続き 『休学願』及び『理由に関連した書類』 

※前項の「休学の手続き」を参照すること。 

留学手続き 『留学許可願』及び『留学先機関からの受入証明書』 

海外渡航手続き 『海外渡航申請書』『調査・見学計画書』『調査・見

学の日程表（A4で１枚、書式任意）』 

 

※東京大学では、学生の海外渡航危機管理サービスとして、日本エマージェンシーアシスタンス（株）が提

供する海外渡航者向けの危機管理サービスである「OSSMA（オスマ）」を導入している。加入は任意であ

り、費用は自己負担となっている。本サービスは海外旅行保険や留学保険ではなく、海外渡航の際の危機

管理を支援するためのサービスであり、実際にかかった費用（入院、治療、検査、カウンセリングなどの

医療費・緊急移送費用等）については自己負担となる。そのため、別途海外旅行保険や留学保険に必ず加

入する必要があるので、注意すること。 

 

※休学により留学し、「日本学生支援機構奨学金」の貸与の継続を希望する学生は、別途「留学奨学金継続

願」の提出が必要となるので、留学する月の前月末までに（留学日が月の初め(1日)の場合は前々月末ま

でに）東京大学本部奨学厚生課奨学チーム（奨学金担当）へ提出すること。 

※留学中、奨学金を休止する場合は、休止の「異動願(届)」の提出が必要となるので、休止する月の前月の

20日までに、東京大学本部奨学厚生課奨学チーム（奨学金担当）へ提出すること。 

※「日本学生支援機構海外留学支援制度」又は「官民協働海外留学支援制度」の受給期間は手続きなしで貸

与を継続できるので、「受給期間」と「留学期間」を東京大学本部奨学厚生課奨学チーム（奨学金担当）

へ連絡すること。その際、あわせて「留学先の資格・身分」と「留学期間（留学プログラム開始及び終了

年月日）」が明記された留学先機関（大学・大学院のみ可）発行の入学許可書等のコピー及びその和訳を

添付すること。 

※休学せずに留学し「日本学生支援機構奨学金」の貸与継続を希望する場合は、奨学金異動手続きはないが、

次年度の奨学金継続手続き（例年12月から1月頃）を遺漏のないよう行うこと。 

 

*日本学生支援機構の取り扱いでは留学期間は月単位（留学始期の属する月から留学終期の属する月までの 

月数）となるので注意すること。 

なお、継続願の審査が完了するまで奨学金が保留される場合があるので注意すること。 

 

 ※いずれの場合も届出書面上に在留地の連絡先を記載するとともに、渡航後、速やかに最寄りの在外 

日本大使館あるいは領事館に「在留届」を提出すること（一時帰国者を除く）。 

 

在学延長する場合の手続き：『在学期間延長届』 

標準修業年限を越えて在学を希望する者は、予め必ず指導教員に相談すること。了解を得たら『在学期間

延長届』に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専攻長の承認を受けて、必ず希望月の１か月以上前

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/intl-activities/study-abroad/ossma.html
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までに教務チーム窓口に提出すること。特に、4月1日付または10月1日付の届出については提出期限を1か月

半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。 

なお、授業料未納、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は受理できない。 

また、申請は１年毎に行う必要があるので、注意すること。 

 

退学する場合の手続き：『退学願』 

退学を希望する者は、大学院便覧の「東京大学大学院学則第３０条（学部通則第７章）」を参照の上、予

め必ず指導教員に相談すること。了解を得たら『退学願』に必要事項を記入し、指導教員及び所属専攻の専

攻長の承認を受けて、必ず希望月の１か月以上前までに教務チーム窓口に提出すること。特に、3月31日付ま

たは9月30日付の申請については提出期限を1か月半以上前に設けることがあるので、これらを提出する者は

必ず新領域事務ポータルサイトを確認すること。 

なお、授業料未納、指導教員や専攻長の承認が確認できない等の場合は受理できない。 

また、退学した際には学生証を教務チームまで返却すること。 

※「日本学生支援機構奨学金」の貸与を受けている学生は、奨学金を辞退するため、別途退学の「異動願

(届)」の提出が必要となるので、退学する月の20日までに、東京大学本部奨学厚生課奨学 

チーム（奨学金担当）へ提出すること。 

https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/gakuseki/
https://gsfs-portal.k.u-tokyo.ac.jp/kyoumu/administrative_procedures/gakuseki/
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教育職員免許状について 

 本研究科において取得することができる教育職員免許状（※専修免許状）及び授業科目等は次の通りであ

る。免許状の取得を考えている者は、東京大学大学院便覧の 

（１）東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則 

（２）「東京大学における教育職員免許状授与資格の取得に関する規則」運用内規 

（３）教育職員免許状取得について 

を参照の上、不明点は新領域教務チームまで問い合わせること。 

 ※すでに大学又は大学院において中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状を取得し、又は同免

許状に必要な科目の単位を修得した場合は、その所属の専攻で認定を受けている免許教科に限り、専修

免許状を取得できる。なお、一種免許状の教科と同じ教科に限られる。 
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物質系専攻 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

（理科） 

高等学校専修免許状 

（理科） 

物質系輪講ⅠＡ 3 

物質系輪講ⅠＢ 3 

新物質科学概論Ⅰ 1 

新物質科学概論Ⅱ 1 

新物質科学概論Ⅲ 1 

新物質科学概論Ⅳ 1 

新物質科学概論Ⅴ 1 

新物質科学概論Ⅵ 1 

新物質科学概論Ⅶ 1 

光物性Ａ 2 

光物性Ｂ 2 

固体酸化物物性論 1 

結晶学概論 1 

プラズマ材料科学 1 

有機物性論 1 

表面科学論 1 

磁性Ⅰ 1 

磁性Ⅱ 1 

先端物性科学Ⅰ 2 

先端物性科学Ⅱ 2 

耐熱材料設計学 1 

生体物理化学入門 1 

磁性とスピントロニクス概論 1 

強相関物性論 1 

超伝導・超流動入門 1 

融合計測科学入門 1 

先端ナノプローブ入門 1 

放射光科学 1 

強磁場物性 1 

非平衡プロセス科学 1 

実践先端融合計測学 1 

半導体デバイス材料学Ⅰ 1 

半導体デバイス材料学Ⅱ 1 

触媒・エネルギー物質科学 1 

ナノ物性科学特論 1 

量子技術概論 1 

機械学習と物質科学 1 
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 複雑理工学専攻 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

        （理科） 

高等学校専修免許状 

（理科） 

プラズマ波動物理学 ２  
プラズマ物理学入門 ２ 

乱流輸送物理学 ２ 

複雑物性論 ２ 

表面物性化学 ２ 

複雑系地球惑星科学 ２ 

地球惑星進化論 ２ 

非線形システム解析論Ⅰ ２ 

非線形システム解析論Ⅱ ２ 

計測情報処理論 ２ 

複雑理工学実験概論 ２ 

先端データ解析論 ２ 

時系列解析 ２ 

宇宙惑星環境学 ２ 

複雑生命現象論 ２ 

地球惑星観測・探査学 ２ 

神経回路学 ２ 

 

先端生命科学専攻 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

       （理科） 

高等学校専修免許状 

      （理科） 

先端生命科学研究論Ⅰ ２ 

先端生命科学総合演習 ２ 

先端生命科学演習 ４ 

科学技術倫理討論演習 ２ 

生物製剤・医薬創製学 １ 

細胞応答化学 １ 

真核細胞生物学 １ 

人類進化学 １ 

適応進化遺伝学 １ 

動物生命科学 １ 

微生物生命科学 １ 

生命科学英語特論 １ 

生命科学英語演習 １ 

生命科学概論Ⅰ １ 

生命科学概論Ⅱ １ 

基礎生化学・分子生物学 １ 

生命科学実験解析学 １ 

腫瘍生命科学 １ 

ゲノム進化学 １ 

生体分子の認識と応答の科学 １ 
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自然環境学専攻（社会）  

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

（社会） 

高等学校専修免許状 

      （地理歴史）  

自然環境評価論 ２ 

生物圏情報論 ２ 

環境変動論 ２ 

自然環境景観論 ２ 

自然環境学実習 ２ 

環境情報論 ２ 

環境情報学実習 ２ 

海洋問題演習Ⅳ ４ 

海洋法・海洋政策インターンシップ実習 ２ 

環境政策論 ２ 

景観形成論 ２ 

地圏変動論 ２ 

自然環境セミナーⅠ ２ 

自然環境セミナーⅡ ２ 

地水環境学実習Ⅰ ２ 

地水環境学実習Ⅱ ２ 

陸域景観学実習Ⅰ ２ 

陸域景観学実習Ⅱ ２ 

自然環境学専攻（理科） 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

        （理科） 

高等学校専修免許状 

（理科） 

生物圏機能論 ２ 

自然環境動態論  ２ 

生物環境論 ２ 

海洋物理環境論 ２ 

地球環境モデリング論 ２ 

自然環境構造論 ２ 

海洋物質循環論 ２ 

海洋環境学実習Ⅰ ２ 

海洋環境学実習Ⅱ ２ 

自然環境学演習Ⅰ ２ 

自然環境学演習Ⅱ ２ 

海洋生態系モデリング ２ 

環境化学論 ２ 

大気海洋論 ２ 

陸域生態論 ２ 

水圏生態論 ２ 

環境適応論 ２ 

水資源環境論 ２ 

陸域生態学実習Ⅰ ２ 

陸域生態学実習Ⅱ ２ 

自然環境学実験Ⅰ 1.5  

自然環境学実験Ⅱ 1.5 



令和８（2026）年度履修等に関する注意事項 

 

37 

 

環境システム学専攻 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

（理科） 

高等学校専修免許状 

（理科） 

 

環境システム学概論 ２  
環境安全システム論 ２ 

環境毒性学 ２ 

環境リスク特論 ２ 

環境技術開発論 １ 

地圏環境学 ２ 

環境システム学基礎論Ⅰ ２ 

環境システム学基礎論Ⅱ ２ 

環境システム学Ⅰ ２ 

環境システム学Ⅱ ２ 

ライフサイクル影響評価論 ２ 

環境システムモデリング基礎 ２ 

放射線リスクマネジメント学 ２ 

環境化学プロセス論 ２ 

先進放射線防護特論 ２ 

地質環境アクティブモニタリング学 ２ 

環境情報計測学基礎 ２ 

環境材料システム学 ２ 

資源循環社会システム論 ２ 
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社会文化環境学専攻（社会） 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

（社会） 

高等学校専修免許状 

（公民） 

環境運動論 ２ 

人文社会環境学演習Ⅱ ２ 

人文社会環境学演習Ⅲ ２ 

人類環境史 ２ 

環境設計論 ２ 

環境倫理学 ２ 

統計的データ解析 ２ 

都市・地域経済分析Ⅰ ２ 

都市・地域経済分析Ⅱ ２ 

文化環境学 ２ 

景観環境史論 ２ 

社会文化環境学融合演習 ２ 

空間計画 ２ 

 

 

社会文化環境学専攻（理科） 

○免許状取得に必要な最低取得単位数：２４単位 

取得することのできる 

免許状の種類 
授業科目 単位数 

中学校専修免許状 

（理科） 

高等学校専修免許状 

（理科） 

建造環境管理計画学  ２  
建造環境管理計画学演習 ２ 

建築光環境 ２ 

建築光環境演習 ２ 

沿岸環境基盤学 ２ 

沿岸環境基盤学演習 ２ 

空間環境形成論演習 ２ 

環境技術システム論 ２ 

循環型水処理学 ２ 

空間情報構築論 ２ 

空間情報システム演習 ２ 

空間情報解析 ２ 

空間情報解析演習 ２ 

水環境衛生 ２ 

地域水環境演習Ⅰ ２ 

地域水環境演習Ⅱ ２ 

海岸管理 ２ 

海岸管理演習 ２ 

持続可能なユーザーインターフェースデザイン ２ 

 


